
 

大阪市労働組合総連合からの「2023 年度市人事委員会勧告（報告）の作業 

などに関する要請書」について（回答） 

 

Ⅰ 職員・教職員の安全の確保にかかること 

 １から４について 

新型コロナウイルス感染症については、令和５年５月８日から感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律のいわゆる２類相当から「５類感染症」に位

置づけが変更されました。 

これまで新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る本市職員の勤務条件制度につ

いては、任命権者及び当委員会において、職務免除及び特別休暇並びに特殊勤務手当

に係る規定整備を行う等、国の動向も注視しながら必要な対応を実施してきたとこ

ろです。  

職員の勤務条件制度については、今後も引き続き調査研究を行う中で、必要と判断

した事項については報告してまいります。 

 

Ⅱ ジェンダー平等社会（性差による差別のない社会）実現のために 

 １から４について 

   本委員会では近年、女性職員の活躍促進はもとより、ワーク・ライフ・バランス

の実現やあらゆるハラスメント防止に向けた職場環境整備について、その重要性と

取組の必要性を市会及び市長あて報告しているところであり、昨年４月には、任命

権者が、これまでの不妊治療のための職務免除（無給）を改め、不妊治療に係る通

院等のための出生サポート休暇（有給）を新設したところであります。昨年に行っ

た市会及び市長あて報告においても、誰もが仕事と家庭を両立できる職場風土の醸

成はもとより、両立支援制度の活用促進を進めていくとともに、国及び他都市の勤

務制度も注視しつつ、より職員のニーズにあった柔軟な勤務制度の構築へのさらな

る取組を求めたところです。 

   今後も引き続き調査研究を行う中で、必要と判断した事項については報告してま

いります。 

 

Ⅲ 地方公務員法に則った人事委員会の役割発揮について 

 １から５について 

本委員会は職員の労働基準監督機関として、毎年管轄事業場に対して「労働基準法

等の適用状況に関する調査」を実施する等の取組を行っており、法令等に照らし合わ

せ、改善が必要な事項がある際には、その都度事業場に対して、改善を指導していま

す。 

平成 30年度においては長時間勤務の是正に向けて勤務時間の適正な把握に一層努

めるよう関係所属長に改善指導を行いました。また、昨年に行った市会及び市長あて

報告においては、職員の健康の確保、ワーク・ライフ・バランスの実現、人材の確保



の観点からも、引き続き、職員の時間外勤務の縮減に努めるとともに、必要となる人

員を確保し、職員の勤務の状況等を把握のうえ、職員の疲労回復・健康維持にも十分

配慮するなど、適切に対応するよう求めたところです。 

今後も引き続き、労働基準監督機関としての権限を適切に行使してまいります。 

６について 

  地方公務員法第 24 条第３項の規定により、職員の給与は生計費並びに国及び他の

地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与等を考慮して定めることが求め

られています。そのため、より的確に民間給与の状況が職員給与に反映されるよう

民間給与調査の手法や公民比較の在り方について研究しているところであり、今後

も、給与決定の諸原則を踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えています。 

７から 10 について 

  定年引上げの実施にあたっては、昨年の市会及び市長あて報告において、高齢層

職員には、専門知識や技術を持つだけでなく、新たな環境においても能力を発揮で

きるよう、研修・教育訓練の充実等、高齢層職員の持つ能力を最大限活かし、職場で

力を発揮できる環境の整備を行う必要があると言及しました。また、労働衛生管理

にもより一層の取組を求めたところです。今後とも、人事・給与制度等の調査研究を

行うとともに、任命権者において運用が適切になされているか注視してまいります。 

  また、初任給・昇給制度等をはじめ、人事・給与制度等についても、職員の執務意

欲の維持・向上等につながるよう、国及び他都市の制度も注視しつつ、今後も引き続

き調査研究を行ってまいります。 

 

Ⅳ 官民給与比較方法、人勧基礎作業の改善について 

１について  

  保育士及び幼稚園教員の給与について、民間の保育士又は幼稚園教員の給与水準

だけではなく、その職務の重要性、処遇確保の必要性、他都市の状況、本市保育所及

び幼稚園の運営への影響や、賃金センサス結果に基づく一般的な民間従業員の給与

の状況等を考慮して検討すべきであると考えています。 

 ２について 

   会計年度任用職員の人事・給与制度などについては、令和２年度から運用開始さ

れており、国及び他都市の検討状況も踏まえ、各種規程整備が進められたところで

す。会計年度任用職員については、公募によらない再度の任用の制限をむかえる際

を含め、引き続き任命権者において運用が適切になされているか注視してまいりま

す。 

 ３及び４について 

   比較企業規模については、国において平成 18 年より企業規模 50 人以上 100 人未

満の事業所についても調査対象とされ、一時金の調査については、より迅速に民間

の状況を反映するため、平成 16 年より前年夏冬の調査から前年冬と当年夏の調査に

改められているところです。民間給与実態調査は人事院等との共同調査であること



から、本市においても同様に実施してきたところであり、今後とも国の動向を踏ま

え、対応してまいりたいと考えています。 

   また、個人別給与の調査項目を追加することは、調査対象企業の負担増を招き、

調査効率や調査の精確性が損なわれるおそれが多分にあります。職種別民間給与実

態調査は人事院等との共同調査であることから、全国一律の調査様式となっており、

実際上本市独自で調査項目を追加することは困難であると考えています。 

   いずれにいたしましても、今後とも、より精確な公民比較を行うための研究を続

け、報告及び勧告を行ってまいりたいと考えています。 

 ５及び６について 

   本委員会は、公務と民間で同種・同等の者同士を比較する中で、その民間給与を

より広く職員の給与水準に反映させるため、責任の度合い、学歴、年齢が同等と認

められる者同士を精密に比較しています。 

   なお、給与以外の勤務労働条件等について、人事院は毎年項目を変えて民間給与

実態調査の調査票のなかに盛り込んでいるところであり、社会情勢の変化等に合わ

せた調査を行っているところです。 

 

Ⅴ 人材確保と人材育成について 

 １について 

   Ⅲの６のとおりです。 

 ２について 

   人事評価制度については、平成 28 年４月より地方公務員法上、任命権者に実施が

義務づけられたところでありますが、本市においてはこれに先んじて、平成 18 年度

に人事評価制度を導入し、制度改正を加えながら実施してきたところです。  

   また、教員については、大阪府から大阪市への権限委譲に伴い、相対評価が導入

されました。 

   令和元年の市会及び市長あて報告における意見に基づいて、任命権者により人事

評価制度の見直しがなされ、更に令和３年の意見に基づいて人事評価制度が改正さ

れ、昨年度から運用が開始されたことから、引き続きその結果を注視するとともに、

本委員会では今後も引き続き調査研究を行い、その結果を必要に応じて報告してま

いります。 

 ３について 

   有為な人材確保や職員の専門性向上等については、これまで本委員会としてその

調査・研究結果を市会及び市長あて報告してきたところです。昨年の市会及び市長

あて報告においても、複雑かつ高度化する行政課題にも対応できる専門性や行動力

を有し、自主的・主体的にリーダーシップを発揮できる職員の育成・支援に努める

よう提言を行ったところです。本委員会としては、今後も引き続き多様で有為な意

欲のある人材の確保に取り組むとともに、人材の確保・育成についての調査研究を

行い、その結果を必要に応じて報告してまいります。 



 

Ⅵ 勤務環境の整備について 

 １について 

   本委員会は職員の労働基準監督機関として、毎年管轄事業場の法令遵守状況を調

査し、必要に応じてその都度改善を指導しています。 

   今後も、改善が必要な事案が判明した場合には、労働基準監督機関として適切に

対応してまいります。 

２について 

   職員の長時間勤務を是正するためには、業務の見直し、ＩＣＴの活用による業務

の効率化、業務量に応じた適切な要員の確保にも併せて取り組む必要があると認識

しています。 

   「市政改革プラン 3.1」においてはＩＣＴ活用推進、効果的・効率的な行財政運営、

人材育成・職場力の向上及び働き方改革が改革の柱として掲げられており、今後も

引き続き、労働基準監督機関として、その動向を注視してまいります。 

 

Ⅶ 会計年度任用職員について 

１から４について 

   Ⅳの２のとおりです。 

 なお、地方自治法の一部を改正する法律が令和５年５月８日に公布され、来年度よ

り短時間勤務の会計年度任用職員について勤勉手当を支給することができるものと

されたことから、今後の国及び他都市の動向を踏まえ、適切に対応してまいりたいと

考えています。 

 

 

Ⅷ 教職員の賃金、勤務・労働条件について 

１から４について 

   地方公務員法第 14 条第２項及び第 26 条により人事委員会に与えられた権限（給

与報告・勧告等）は、人事委員会の専門的で公正な中立機関としての判断により、

職員の勤務条件の確保を保障するものであり、また、その結果、職員の給与等につ

いて市民の理解を得る一助となるものと考えています。本委員会は、これまで地方

公務員法に基づき、その役割を果たしてきたところであり、今後も引き続き、法に

定められた給与決定の諸原則を踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えていま

す。 

   また、本委員会は職員の労働基準監督機関として、毎年管轄事業場に対して「労

働基準法等の適用状況に関する調査」を実施する等の取組を行っており、法令等に

照らし合わせ、改善が必要な事項がある際には、その都度事業場に対して、改善を

指導しています。また、平成 29 年度及び平成 30 年度においては、長時間勤務の是

正に向けて、勤務時間の適正な把握に一層努めるよう各所属長に改善指導を行い、



令和元年度以降、毎年、長時間勤務の是正について、市会及び市長あて報告を行い、

より実効性のある取り組みを求めているところであります。今後も引き続き、教育

委員会が進めている学校園における働き方改革の取組、成果等にも注視しつつ、労

働基準監督機関としての権限を適切に行使してまいります。 


